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新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・ 運営訓練ガイド ライン（ 第３ 版）  

について 

 

新型コロナウイルス感染症の現下の状況を踏まえ、 災害が発生し避難所を開設する場合に備えた

「 新型コロナウイルス感染症対策に配慮し た避難所開設・ 運営訓練ガイド ライン」 を発出し 、 避難

所運営訓練の積極的な実施により 、 避難所運営に際し ての手順や課題の確認等につと めること が望

ましいこと を周知し てきたと ころです。  

今般、 新たな知見を踏まえ内容を改訂しまし たので、 ガイド ライン（ 第３ 版） と し て発出いたし

ます。 今般の改訂では、 保健所など関係機関との連携強化の観点について追加し たほか、 より わか

り やすく するための図表の充実等を行いました。  

 貴都道府県内の市町村防災担当主管部局に対し ても、 その旨周知し ていただきますよう お願いい

たします。 本件通知は、地方自治法（ 昭和 22 年法律第 67 号） 第 245 条の４ 第１ 項の規定に基づく

技術的助言であること を申し 添えます。  

 

＜連絡先＞ 
内閣府政策統括官（ 防災担当） 付参事官（ 地方・ 訓練担当） 付 
 長谷川、 小寺 
 TEL 03-3503-2239（ 直通）  
消防庁国民保護・ 防災部防災課 
  中村、 青木 

TEL 03-5253-7525（ 直通）  
厚生労働省健康局結核感染症課 
 加藤、 金川 

TEL 03-3595-2257（ 直通）  
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 
 田口、 友野 
 TEL 03-5521-8331（ 直通）   

都 道 府 県 

保健所設置市 

特 別 区 

防災担当主管部（ 局） 長 

衛生主管部（ 局） 長 

動物愛護管理担当部（ 局） 長 
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新型コ ロナウイ ルス感染症対策に配慮し た避難所開設・ 運営訓練ガイ ド ラ イ ン  

（ 第三版、 令和３ 年６ 月１ ６ 日）  

 

 新型コ ロナウイ ルス感染症の影響により 、災害時の避難所運営が課題と なっ ているが、

避難者はも ちろ んのこ と 、 避難所運営スタ ッ フ の感染をも 防止するため、 避難所と いう

密になり やすい空間の中で、感染拡大防止策を徹底するこ と が極めて重要と なっ ている。 

 

避難所の運営は、 地域ごと のマニュ アルによっ て差はあるが、 概ね下表のよう な班体

制（ 役割分担） でなさ れるこ と が多い。 新型コ ロナウイ ルス感染症対策については、 保

健・ 衛生・ 救護班、 情報班の役割が大き く 増大するこ と が想定さ れるが、 その他の担当

においても 、 何ら かの感染症対策が必要になっ てく るため、 それぞれの業務について、

シミ ュ レーショ ンを行い、 必要な人員数等の確認、 役割分担、 手順、 課題やボト ルネッ

ク を洗い出し ておく こ と が重要である。  

 

 避難所開設・ 運営訓練は、 避難所の開設・ 運営に際し 、 どのよう な業務が発生するか

と いう 観点から 訓練を行う こ と が通常であるが、 避難所開設・ 運営業務には、 大きく 分

けて、 避難所開設、 避難者受入、 避難所割振、 保健・ 衛生・ 救護、 情報受発信、 物資受

入・ 配布、 食料配布・ 炊出し 、 資機材・ 環境整備、 生活ルール策定、 避難所運営会議が

ある。 新型コ ロナウイ ルス感染症対策が求めら れる状況においては、 避難者受入れにお

いても 、体温や体調を事前に確認し たり 、換気や消毒の回数の増大などの業務が追加的

に発生するほか、 発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者が出た場合の対応業務が新たに発生

し 、 やむをえず車両避難者（ 車中泊者） が増大するおそれから 車中泊者対応業務が増加

する。 また、 ペッ ト 連れの被災者の人命に関わる問題と し て、 飼い主が避難をためら わ

ずに、避難所で適切な飼養を行う こ と ができるよう ペッ ト 同行避難者の受入対応を整え

ておく こ と が必要と なっ ており 、それぞれに災害種別に応じ た訓練を行っ ておく こ と が

避難所運営の役割分担の例 
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重要である。  

 避難所の運営においては、 多様な人々への配慮のためにも 、女性の視点を取り 入れる

こ と が必要である。 避難所運営の意思決定の場への女性の参画、 性暴力・ DVの防止、 男

女ペアによる巡回警備、 複合的に脆弱な要素を持つ女性の困難の解消など避難所運営・

開設訓練においても 意識し 、 積極的に取り 組まれたい。  

 

 本ガイ ド ラ イ ンでは、 内閣府「 避難所運営ガイ ド ラ イ ン」（ 平成 28 年４ 月） 内のチェ

ッ ク リ スト における確認事項を前提と し つつ、 以下のそれぞれの業務ごと に、感染症拡

大防止の観点から 、訓練において確認すべき事項等を列記し ている。訓練の際には、「 避

難所運営ガイ ド ラ イ ン」 と 併せて、 本ガイ ド ラ イ ンを参照し 、 確認をさ れるこ と を推奨

する。  

感染症拡大のおそれのある中での自然災害対応においては、防災担当主管部局と 保健

福祉部局、 保健所、 消防等と の連携は一層強く 求めら れるも のであり 、 訓練を通し て関

係部局間の連携についての課題を確認でき るよう 、 訓練を企画・ 実施する際に、 自治体

の関係部局（ 防災担当主管部局、 保健福祉部局、 保健所、 消防等） や自主防災組織にお

いて、 本ガイ ド ラ イ ンを利活用さ れるこ と を期待する。  

 

１ ．  避難所開設 

２ ．  避難者受入 

３ ．  避難所割振 

４ ．  保健・ 衛生・ 救護 

特に、 発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者が出た場合の対応 

５ ．  情報受発信 

６ ．  物資受入・ 配布 

７ ．  食料配布・ 炊き 出し  

８ ．  資機材設置・ 施設環境整備 

９ ．  生活ルール策定 

１ ０ ． ペッ ト 同行避難者への対応 

１ １ ． 車両避難者（ 車中泊者） への対応 

１ ２ ． 避難所運営会議 

 

 なお、 避難所内における業務を中心に訓練時の確認事項を 記載し ているが、 感染症

のおそれがある中、 やむを得ず車両避難（ 車中泊） をする避難者が増加するこ と が予

想さ れるため、食事、物資や情報の提供等、避難所外の避難者への対応についても 、予

め検討し ておく こ と も 重要であり 、 留意さ れたい。  
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１ ． 避難所開設訓練（ リ ーダー、 総務班）  

 

＜実施事項＞ 

① 避難所を開錠 

  鍵の開閉について複数の者が行える体制等を確保する。  

② 避難所の敷地や施設の安全確認の手順、 ラ イ フ ラ イ ンの使用可否の確認 

③ 通信機器（ 災害用携帯電話等） の準備・ 動作確認 

④ 使用物資の準備（ ６ ページ参照）  

⑤ 避難所受付の準備 

⑥ 避難所運営スタ ッ フ の PPE（ Per sonal  Pr ot ect i ve Equi pment： 個人用防護具）

の準備、 着脱手順の確認、 使い捨てでないも のは洗浄及び消毒手順の確認 

⑦ 避難所運営スタ ッ フ の PPE の共通事項・ 健康管理 

  新型コ ロナウイ ルス感染症患者、 発熱者等、 濃厚接触者に関わる人は場面

ごと 地域の実情に応じ て適切に PPE を選択し て着用するこ と が考えら れる。

具体的には、 事前受付スタ ッ フ 、 専用スペーススタ ッ フ 等が考えら れる。  

  事前受付スタ ッ フ は、 事前受付に設置すべき パーティ ショ ンが準備出来な

い場合において、 不特定多数の避難者の応対する際は、 マスク 、 手袋に加

えて、 眼の防護具（ ゴーグル、 フ ェ イ スシールド 等） を着用するこ と も 考

えら れる。  

  専用スペーススタ ッ フ は、 食事を直接受け渡さ ず、 置き 配をする等、 新型

コ ロナウイ ルス感染症患者、 発熱者等、 濃厚接触者にでき るだけ接触し な

いよう にする。 専用スペースの中で直接接触する場合等は、 適切に PPE を

選択し て着用する。  

  PPE の種類は、 マスク 、 眼の防護具、 長袖ガウン、 手袋がある。 眼の防護具

は目を覆う こ と ができ るも ので代替可。 長袖ガウンについては、 レイ ンコ

ート （ カ ッ パ） など、 体を覆う こ と ができ、 破棄でき るも ので代替可。 撥水

性があるこ と が望まし い。  

  新型コ ロナウイ ルス感染症流行時には、 全ての人にマスク の着用が推奨さ

れる。 ただし 、 個室内に１ 人でいる場合には、 必ずし も 着用する必要はな

い。  

  避難所運営スタ ッ フ は専用スペースのゾーンごと に担当を分け、 担当以外

のスタ ッ フ は専用ゾーン（ 発熱者等ゾーン、濃厚接触者ゾーン。４ . イ 参照）

に立ち入ら ないよう にする。  

  避難所運営スタ ッ フ 全員の体温や体調の確認を毎日行い、 記録する。  
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ポイ ント ： ○場面ごと に想定さ れる PPE を、 避難所の状況に応じ て判断。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 PPE の着用例】  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
（ 福島県福島市作成資料より ）  
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【 特別編】 手袋・ マスク の着脱訓練 

  

手袋・ マスク について、 避難所運営スタ ッ フ 自身及び避難者を守るため、 感染を防ぐ

ための正し い着脱方法について習熟する。全スタ ッ フ が、 避難所運営業務に取り 掛かる

前に実施し ておく こ と が極めて重要である。避難所で実際に手袋・ マスク を着脱する場

所には、 着脱手順の図等を張り 出し 、 実施すると よい。  

 

＜実施事項＞ 

① 手指を消毒する。  

② マスク を鼻の形に併せて装着する。  

③ 手袋を装着する。 手袋をし た手で顔を触ら ないよう 注意する。  

④ 片方の手袋を脱ぐ 。 内側（ 清潔部分） に触れないよう に注意する。  

⑤ 脱いだ手袋の内側部分でも う 片方の手袋を脱ぐ 。  

⑥ 廃棄物入れに距離を保っ て捨てる。  

⑦ マスク を脱ぐ 前に手指消毒をする。  

⑧ マスク のゴム部分をも っ てマスク を外す。 マスク 本体には触れないよう 留意。  

⑨ 廃棄物入れに距離を保っ て捨てる。  

 

参考： 防衛省統合幕僚監部「 新型コ ロナウイ ルスから 皆さ んの安全を守るために」  

ht t ps: //www. mod. go. j p/j s/Act i vi t y/Gal l er y/i mages/Di sast er _ r el i ef /2020co

vi d_ 19/2021covi d_ 19_ new2. pdf  

https://www.mod.go.jp/js/Activity/Gallery/images/Disaster_relief/2020co
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（ 避難所における 新型コ ロ ナウイ ルス感染症への対応に関する Q&A（ 第 3 版） より ） 

【 使用物資の準備】  
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２ ． 避難者受入訓練（ 総務班、 情報班）  

 

＜実施事項＞ 

① 訓練時に避難者がも っ てく るも のの確認 

  マスク 、 体温計、 消毒液、 上履き（ スリ ッ パ、 靴下等）、 ゴミ 袋を持参し て

いるか確認する。  

② 避難者受付の設置 

  できるかぎり 密になり にく い場所に避難所入口や受付を設置する。  

  密になら ないよう な目印・ 案内等をどこ にどのよう に設置するか。  

  受付にパーティ ショ ンと アルコ ール消毒液を設置する。  

 

 

 

 

 

③ 記入用紙や筆記用具の準備 

  筆記用具における感染防止策と し て、 毎回消毒する。  

④ 避難者の受付への誘導 

⑤ 避難者の受付（ 避難者カ ード の記入など）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  受付時に、 発熱、 咳等、 体調の確認、 要配慮等の確認等を行い、 避難者カ ー

ド を書いても ら う 。  

  避難所におけるク ラ スタ ー発生防止のため、 自宅療養者及び発熱者に関す

る保健所等と の適切な情報共有及び共有に関するルール作り に留意する。  

【ヒント】 

・非接触型体温計やサーモグラフィーを設置することも考えられます。 

・発熱、咳等のある人や濃厚接触者専用の受付窓口（テント）を設け、対応すること

も考えられます。 

ポイ ント ：  

〇一人あたり 受付時間の目安から 、 受付スタ ッ フ の人員数について検討する。 

〇訓練参加者の中に発熱者等や濃厚接触者を設定し 、専用スペースへの受入方

法、 保健所や他の避難所等への連絡や移送方法、 救護班と の連携をシミ ュ レ

ーショ ンを行う 。  

○「災害発生時における新型コロナウイルス感染症拡大防止策の適切な実施に必

要な新型コロナウイルス感染症に関する情報共有について」(令和２年７月８日付

け事務連絡)を参考に、自宅療養者又は濃厚接触者の被災に備えて、平時から、

都道府県及び市町村の防災担当部局、保健福祉部局及び保健所が連携して、

災害時の対応の検討、役割分担の調整等を行い、あらかじめ、自宅療養者等の

避難方法等を決め、伝えておくことが重要です。 
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  避難者が滞留し 密と なら ないよう 、 受付フ ローを確認する（ 例： 手指消毒

→検温→問診票（ 健康チェ ッ ク リ スト ） 提出→避難者カ ード 提出→避難ス

ペース（ 一般スペース又は専用スペース） へ誘導。 発熱者等や濃厚接触者

を早期発見するため、 先に健康チェ ッ ク をし てから 避難者カ ード 受付へ進

むよう な流れにするこ と が望まし い。 また、 発熱者等や濃厚接触者につい

ては、 一般の避難者と は別の受付を 用意するこ と を 推奨する。 特に、 濃厚

接触者の案内に際し ては、他の避難者にわから ないよう 配慮が必要である。 

  自宅療養者（ 軽症者等） は、 感染拡大を 防止するため、 宿泊療養施設等に

避難するこ と が原則であるが、 近隣の宿泊療養施設等に速やかに避難する

こ と ができ ない場合には、 まず避難所に避難し 、 避難先の宿泊療養施設等

が決まるまで、 待機し ていただく こ と が考えら れる。 その際の対応につい

ても シミ ュ レーショ ンを し ておく 。 具体的には、 敷地内の別の棟、 あるい

は同一建物の別の階など、 発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者と 同様、 一般

避難者と 動線を別にし た専用スペースに一時滞在する流れを整理し ておく 。 

また、 問診票（ 健康チェ ッ ク リ スト ） だけでなく 、 陽性と なっ た月日（ 又は

自宅療養開始月日） などを確認する。 なお、 他の避難者にわかるこ と がな

いよう 、 個人情報の取扱いには十分注意する。  

  気象状況等により 、 避難者が長時間屋外で受付を待つこ と が適当でない場

合には、 発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者は、 専用スペースに一時避難さ

せ、 それ以外の避難者は、 一時屋内に避難さ せてから 健康チェ ッ ク を 行う

こ と も 考えら れる。 その場合、 健康チェ ッ ク を 行う スペースが、 密と なら

ないよう な対策についても 検討が必要である。  

 

 

 

（ 岐阜県「 避難所運営ガイ ド ラ イ ン「 新型コ ロ ナウイ ルス感染症対策編」」 よ り ） 
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  検温は受付混雑の要因と なるため、 別室等で対応するこ と が望まし い。  

  体温計は避難者が持参するこ と を推奨するこ と 。 持参でき ず、 避難所の体

温計を 利用する場合の検温方法を確認する。 非接触型体温計を推奨する。

接触型体温計を使用する場合は毎回消毒を実施する。  

  マスク は避難者が持参するこ と を推奨するこ と 。 持参でき なかっ た避難者

には、 受付に用意し て配布する。  

  受付混雑の要因と なら ない記入に時間を 要さ ない避難者カ ード 様式と する。

必要に応じ 、 健康チェ ッ ク リ スト を別途用意する、 あるいは避難者カ ード

に健康確認欄を入れる改訂を 行う 。 避難者カ ード や健康チェ ッ ク リ スト を

自治体の HPに掲載する等、 住民が事前に入手できるよう にし 、 事前に記入

し て避難所にも っ てきても ら う よう に促すこ と も 一案。  

発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者が来所した場合で受け入れる場合の対応→４ ． イへ 

  発熱者等及び濃厚接触者に専用スペース・ ト イ レ・ 動線を確保でき ない場

合は、 対応可能な別の一般避難所等への避難を推奨・ 案内するこ と や、 専

用避難所を臨時に別途開設するこ と を推奨する。  

  一人当たり スペースの確保のため、 従来より も 定員を絞っ た形になるこ と

が想定さ れる。定員を超えた場合の対応（ 近隣の避難所の追加開設要請等）

を検討する。  

  靴はビニール袋にいれても ら う 。 上履き は避難者が持参するこ と を推奨す

る。持参でき なかっ た場合には、それぞれの避難者に上履き一足を貸与し 、

各自で管理し ても ら う 。  

  受付スタ ッ フ の数は適正か確認する。 なお、 検温担当のスタ ッ フ を事前に

決めておく 。  

  受付スタ ッ フ をはじ めと する避難所運営スタ ッ フ 全員が、 避難者各人の人

権に配慮し 、 感染者を排除するのではなく 、 感染対策上の対応であるこ と

を認識するよう 、 また、 それぞれのプラ イ バシーを守るための対応が必要

であるこ と を 理解するよう 、 避難所運営リ ーダーは避難所運営スタ ッ フ 全

員に人権配慮・ プラ イ バシー意識を徹底さ せる。 また、 住民をはじ めと し

た関係者にも 広く 周知し ておく 必要がある。  

  避難者以外に、 むやみに外来者（ マスコ ミ 等） が出入り するこ と のないよ

う 、 入口の管理を厳正にするこ と 。  

⑥ 避難者の一時待機 

  避難者に占有スペースを割振るまでの間、 密になら ないよう 、 一時待機ス

ペース等を用意するなどの対応を行う 。  

⑦ 避難者名簿の作成 

  新型コ ロナウイ ルス感染症の発症者が生じ た場合にその濃厚接触者を 後追
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いでき るよう 、 避難者各人が滞在する部屋、 スペース等も 記録する。  

  避難者の中には、 Ｄ Ｖ やスト ーカ ー等の被害者が含まれている可能性も あ

るこ と から 、 避難者名簿に個人情報の非開示について本人確認を行う 欄を

設け、 個人情報の管理を徹底する。  

  被災者台帳の作成については、 避難者名簿を活用する。  

⑧ 避難者数をリ ーダーへ報告 

  避難者数（ 発熱・ 咳等のある人、 濃厚接触者等の人数の内訳を含む） につ

いて、 リ ーダー及び市町村災害対策本部へ報告する。  

  なお、 市町村災害対策本部への避難者数の報告については、「 物資調達・

輸送調整等支援システム」 を活用する。  
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３ ． 避難所割振訓練（ 健康な人のための一般スペース）（ 総務班、 情報班）  

 

訓練は、レイ アウト について保健所等の専門家の確認を得る良い機会であるため、訓練

により 実装し たレイ アウト について、 関係者の意見を聞く こ と を推奨する。  

 

＜実施事項＞ 

① 共同空間の設定 

  共同空間には、 受付、 掲示板、 電話や PC設置スペース、 充電場所、 物資保

管場所、手洗い場、ト イ レ、更衣室（ 男女別）、洗濯場・ 物干し 場（ 男女別）、

ゴミ 置き 場、 シャ ワー、 喫煙所等があり 、 それぞれ、 密になら ないよう 、 生

活ルールの策定等の工夫が必要。 なお、 女性や子供等に対する性暴力・ Ｄ

Ｖ の発生を防止するため、 女性用と 男性用のト イ レ を離れた場所に設置す

る、 ト イ レ・ 更衣室・ 入浴施設等は昼夜問わず安心し て使用でき る場所に

設置する、 照明を 増設する、 性暴力・ Ｄ Ｖ についての注意喚起のためのポ

スタ ーを掲載するなど、 女性や子供等の安全に配慮する。  

  食事スペースについては設置を推奨し ない（ 飛沫感染を防ぐ ため、 でき る

かぎり 占有スペース内にて食事するこ と が望まし い）。 設置をする場合は、

順番制にする、 向かい合わせの椅子の配置を避ける、 消毒を徹底等、 感染

症対策のための運用ルールを作成するこ と 。  

  談話スペースについては設置を推奨し ない。  

  通路は一方通行と し 、 でき る限り 通行者がすれ違わないよう にする。 可能

であれば出口と 入口を分けるこ と が望まし い。  

② 占有スペースの区割り  

 

 

 

  メ ジャ ーと 養生テープなどを用意し 、 通路を確保し ながら 、 占有スペース

の範囲を養生テープで明示する（ 標準的な型紙を用意し ておく と 範囲の明

示が容易と なる）  

  一家族が一区画（ 目安は３ ｍｘ ３ ｍ） を 使用し 、 人数に応じ て区画の広さ

を調整する。  

  家族間の距離を１ ｍ以上あけるこ と 。 可能であれば、 個人間の距離はでき

れば２ ｍ（ 最低１ ｍ） あけるこ と を意識する。  

  テープ等による区画、 パーティ ショ ン、 テント ゾーンの通路の幅は１ ～２

ｍ以上と する。  

  高齢者、 基礎疾患を有する人、 妊産婦、 障がいのある人等の要配慮者につ

ポイント： 

〇共同空間、占有スペースのゾーニングを行い、収容人数を確認。 
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いては、 避難所内に専用スペースを 設けるこ と や別室に案内するこ と 等を

推奨する。  

  パーティ ショ ンと 段ボールベッ ド 等の簡易ベッ ド を 設置する。 パーティ シ

ョ ンは飛沫感染を防ぐ ため、 少なく と も 座位で口元より 高いパーティ ショ

ンが望まし い。  

  テント を接し て配置する場合は、 接し た面に通気口などの空気の出入口が

ないよう に留意する。  

  テント を利用する場合は、 飛沫感染を防ぐ ために屋根がある方が望まし い

が、 熱中症対策に十分注意するこ と 。  

③ 占有スペースの割振り 及び表示 

  住所（ コ ミ ュ ニティ ）、 性別、 ニーズ、 要配慮者の状況等を考慮し た割振り

に配慮する。  

  区画に番号を 振ると その後の避難所管理が容易と なる。 また、 個人情報保

護の観点から も 番号振り を推奨する。  

④ 割振エリ アへの誘導 

  避難者自ら が移動でき るよう 、 占有スペースや動線の分かる案内看板等を

用意する。  

⑤ 割振エリ アの確認 

  どこ にどの避難者、 特に要配慮者がいるのか等について確認し 、 見取図や

一覧図を作成する。  
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４ ． 保健・ 衛生・ 救護訓練、 特に、 発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者が発生し た

場合の対応等（ 保健・ 衛生・ 救護班）  

 

＜実施事項＞ 

ア． 一般的事項 

① 定期的な見回り 、 急病人の把握 

  保健師等による巡回体制を確認する。巡回の際の保健師等の PPEは適切か。      

  毎日の体温・ 体調チェ ッ ク 。避難者が自身の健康チェ ッ ク リ スト を記入し 、

運営者が状況を確認し 、 記録する。 なお、 健康状態は、 スマート フ ォ ンを

お持ちの方については、 充電環境等が整っ ていれば、 アプリ で管理するこ

と も 考えら れる。  

② 避難者の相談窓口を開設し 、 心のケアを実施 

  ソ ーシャ ル・ ディ スタ ンス維持のため、 通常より も 避難者は孤独に陥り が

ちになるこ と が想定さ れる。 電話や SNS等を活用し つつ、 心のケアへ配慮

する。  

③ 避難者の深部静脈血栓症（ いわゆるエコ ノ ミ ーク ラ ス症候群） の予防 

  施設管理者と 相談の上、 軽い運動を行う スペースや、 散歩するスペースを

確保し ていく 。  

イ ． 発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者が来所又は発生し た場合の対応 

 

 

 

 

④ 専用スペース（ 発熱者等ゾーン、 濃厚接触者ゾーン） の区割り  

  発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者は、 一般避難者の占有スペースと は別の

棟・ 階などにある部屋へ案内する。 換気ができ る部屋であるこ と が必須条

件。 各個人について可能な限り 個室にするこ と が望まし いが、 難し い場合

でも 、 パーティ ショ ンで区切るなどの工夫をし て、 それぞれ専用のスペー

スを確保する。  

  濃厚接触者ゾーンと 発熱者等ゾーンは分ける。  

  個室の割当てに際し ては、 濃厚接触者を、 発熱・ 咳等のある人より 優先し

て個室管理する。  

  パーティ ショ ンと 段ボールベッ ド 等の簡易ベッ ド を設置する。 パーティ シ

ョ ンは飛沫感染を防ぐ ため、 少なく と も 座位で口元より 高いパーティ ショ

ンが望まし い。  

⑤ 本スペースにいる避難者の見守り 、 食事や物資の供給、 応急的な手当、 在所中

ポイント： 

〇発熱・咳等のある人や濃厚接触者が来所した場合のフローの確認。保健所、医療機

関、提携ホテル等との連携。 
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や退所後の清掃・ 消毒などを行う ための専任スタ ッ フ を配置する。  

  区画に番号を振ると その後の避難所管理が容易と なる。 また、 個人情報保

護の観点から も 番号振り を推奨する。  

  可能であれば、 世帯ごと に屋内テント を設置する。  

  要配慮者であるスタ ッ フ が、 発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者のお世話を

するこ と は避けるこ と 。  

⑥ 専用スペースへの誘導 

  受付又は一般スペースから 専用スペースへ移動する際には、 それぞれ独立

し た動線を確保し 、 発熱者等専用通路・ 階段、 濃厚接触者専用通路・ 階段

をそれぞれ用意するこ と が望まし い。 別々の通路・ 階段を用意するこ と が

難し い場合は、 時間的分離・ 消毒等の工夫をし たう えで兼用するためのル

ール作り を行う 。 ただし 、 健康な人と の兼用はし ないこ と 。  

  避難者が、 一般スペースから 専用スペースに移動し た場合、 一般避難スペ

ース内の当該者の居住エリ アを消毒する。 プラ イ バシーに配慮する。  

⑦ 問診、 応急的な手当 

  保健師等による問診・ 応急手当を行う 。  

  結果をリ ーダーへ報告する。  

⑧ ⑦と 同時に、 保健所や都道府県の保健福祉部局へ連絡・ 相談 

⑨ 協定を締結し ているホテル・ 旅館等、 福祉避難所、 医療機関への案内・ 搬送の

補助 

⑩ 避難者の体調急変時や、 新型コ ロナウイ ルス感染が避難所滞在時又は退所後す

ぐ に確認さ れた時の対応 

  保健所と 連携し 、 体調急変時や感染が判明し たと き に行う べき こ と を確認

する。  

  本人及び家族等の関係者から 当該者の行動履歴を聴取する。  

  周り の避難者から 他避難所への移動要望が出た場合、 どう するか検討し て

おく 。  
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【 ヒ ント 】  
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【 特別編】 消毒訓練 

 消毒については、本ガイ ド ラ イ ンの多く の箇所にて言及がさ れていると こ ろ であるが、

消毒についても 訓練を行い、 消毒方法について習熟し ておく こ と が必要である。 特に、

ト イ レ等について掃除・ 消毒訓練を実施するこ と を推奨する。  

 

 

 

 

 

 

 

＜実施事項＞ 

① 消毒液（ 消毒用エタ ノ ール、家庭用洗剤、次亜塩素酸ナト リ ウム、亜塩素酸水、

次亜塩素酸水等） を使っ て、 手指、 服などモノ 全般、 ド アノ ブ、 手すり 、 受話

器、 パソ コ ン、 テーブル、 壁などの環境を消毒する。 なお、 健康な避難者の排

泄物で汚染さ れた部位の表面には、 次亜塩素酸ナト リ ウム又は亜塩素酸水を使

用する。 発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者及び軽症者等が使用後、 急性の下痢

症状等でト イ レが汚れた場合には、次亜塩素酸ナト リ ウム、アルコ ール（ 70％）、

又は亜塩素酸水を使用する。  

② 消毒液は、 以下の資料を参考に、 目的にあっ た製品を正し く 選び、 正し い方法

で使用する。  

③ 消毒訓練実施の際には、マスク 、眼の防護具、掃除用手袋（ 手首を覆えるも の。

使い捨てビニール手袋も 可。） を適切に選択し 、 着用する。  

 

参考： 厚生労働省・ 経済産業省・ 消費者庁特設ページ「 新型コロナウイルスの消毒・ 除菌方法について」 

ht t ps: //www. mhl w. go. j p/st f /sei sakuni t sui t e/bunya/syoudoku_ 00001. html  

 

参考： 防衛省統合幕僚監部「 新型コ ロナウイ ルスから 皆さ んの安全を守るために」  

ht t ps: //www. mod. go. j p/j s/Act i vi t y/Gal l er y/i mages/Di sast er _ r el i ef /2020co

vi d_ 19/2021covi d_ 19_ new2. pdf  

 

  

ポイ ント ：  

〇避難所内の滞在スペースにおける消毒は、避難所を管理する市町村等が行う

こ と と なっ ているため、 実施方法等について、 保健所の指導に基づき 対応す

るこ と が適当。 避難所を管理する市町村等と 保健所において、 事前に検討し

ておく こ と 。  

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
https://www.mod.go.jp/js/Activity/Gallery/images/Disaster_relief/2020co
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５ ． 情報受発信訓練（ 情報班、 市町村災害対策本部）  

 

＜実施事項＞ 

① 通信機器（ 災害用携帯電話等） の準備・ 動作確認 

② 避難所開設状況、 避難者数及び避難者の状況を市町村災害対策本部へ報告 

  発熱・ 咳等のある人、 濃厚接触者の人数や状況等についても 報告する。  

③ 掲示物による避難者への情報伝達 

  掲示板周辺が密になら ない工夫をする。 養生テープで掲示板周り を囲っ て、

順番でエリ ア内に入り 、 掲示物を確認するなど。  

  災害情報のみなら ず、感染症情報等についても 最新の情報提供に努める。新

型コ ロナウイ ルス感染症について避難者は大変心配し ているこ と が想定さ

れるので、 丁寧かつ最新の情報提供と する。  

④ 放送による避難者への伝達（ 放送設備の操作方法確認含む）  
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６ ． 物資受入・ 配布訓練（ 物資班）  

 

＜実施事項＞ 

ア． 備蓄物資の確認 

① 備蓄物資の数量、 保管状況の点検 

  マスク 、 体温計、 消毒液、 ペーパータ オル、 ティ ッ シュ 、 PPE、 パーティ シ

ョ ン、 テント 、 段ボールベッ ド 等、 感染拡大防止のために、 足り ない備蓄

品はないか。  

  備蓄物資の点検には、 物資調達・ 輸送調整等支援システムの在庫管理機能

を活用し 、 点検結果と システム上の在庫数量に乖離がある場合は、 適宜修

正する。  

  機器については、 作動点検を行う 。  

※ 備蓄チェ ッ ク シート （「 災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視

点から の防災・ 復興ガイ ド ラ イ ン～」 P. 56） を活用し 、 男女共同参画部局や女

性の職員の参画等を得ながら 、女性と 男性のニーズの違いや、妊産婦・ 乳幼児・

子育て家庭等のニーズを十分に踏まえた品目を選定し 、必要かつ十分な物資を

備蓄する。  

② 足り ないも のがある場合等は点検結果を自治体に報告 

イ ． 救援物資の受入・ 配布 

① 物資受入れ・ 払出し 票により 品目ごと の数量確認と 記録 

  受入・ 払出し 結果については、 物資調達・ 輸送調整等支援システムの要請・

到着確認機能や在庫管理機能を活用し 、 関係者と 情報共有する。  

② 救援物資を保管場所まで搬送・ 保管 

③ 物資配布 

  避難者に並んでも ら う 場合、 密になら ない工夫をする。 ２ メ ート ル間隔で

養生テープで並べるよう に印をつけるなど、 動線を明示し 、 誘導する。  

  配布前後に机の消毒を徹底する。  

  配布者は手指消毒を徹底する。  

※ 女性用品について、 配布場所を設けるこ と や女性による配布を行う こ と など、  

女性と 男性のニーズの違い等に配慮する。  
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コ ラ ム：「 物資調達・ 輸送調整等支援システム」 について 

〇災害時には、 国は当該システムを用いてプッ シュ 型支援を実施すると と も に、 自

治体内での迅速かつ適切な物資支援のための共通システムと し ても 活用が可能であ

るため、 各自治体においては、 災害時に備えて操作の習熟をお願いし たい。  

〇当該システムは平時から 防災備蓄の管理にも 活用可能であり 、 災害時には平時か

ら 入力し ている在庫状況等が支援の参考になるため、 平時から 在庫管理に活用いた

だき たい。  

「 プッ シュ 型支援」  

○災害時には、 被災地方公共団体において正確な情報把握に時間を要するこ と 、 民

間供給能力が低下するこ と 等から 、 被災地方公共団体のみでは、 必要な物資量を迅

速に調達するこ と は困難と 想定さ れる。 こ のため、 国が被災地方公共団体から の具

体的な要請を待たないで、 避難所避難者への支援を中心に必要不可欠と 見込まれる

物資を調達し 、 被災地に物資を緊急輸送し ており 、 こ れを「 プッ シュ 型支援」 と 呼

んでいる。  

○「 プッ シュ 型支援」 の対象と なる基本８ 品目に加えて、 感染症予防に必要な物資

（ マスク 、 消毒液等） についても 、 内閣府の「 物資調達・ 輸送調整等支援システム」

や現地派遣職員から の報告等により 、 被災地の状況を把握の上、 関係府省と 連携し

て、 プッ シュ 型支援を実施する。（ 基本８ 品目： 食品、 水、 こ ども 用おむつ、 おと な

用おむつ、 生理用品、 ト イ レ、 ト イ レッ ト ペーパー、 毛布）  

参考： 国の物資支援について（ 内閣府 HP）  

ht t p: //www. bousai . go. j p/t ai saku/hi sai syagyousei /push. html  

http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/push.html
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７ ． 食料配布・ 炊き 出し 訓練（ 食料班）  

 

＜実施事項＞ 

① ケータ リ ング・ 調理・ 炊き 出し  

  ケータ リ ングの場合は、 手配の手順を確認する。  

  調理する場合、 調理スタ ッ フ は、 調理前の手指衛生（ 手洗いまたは手指消

毒） を徹底する。 マスク に加えて、 衛生手袋の着用が必須。  

  作業台や配膳箱等を事前に消毒する。  

② 容器に盛り 付け、 輪ゴムをし 、 割り ばし を添えてセッ ト  

  容器や食器は使い捨てを推奨する。使い捨て食器が十分調達でき ない場合

は、 食器をラ ッ ピングするなどの工夫をし て、 1 回ごと に取り 換えて再利

用を行う 。 食器の再利用を行う 場合は、 各自の用いる食器を特定し 、 各自

で洗浄するこ と 。  

  食器などは、 80℃の熱水に 10 分間さ ら すと 消毒ができ る。  

  食物アレ ルギー等がある 避難者が食料や食事を 安心し て食べる こ と がで

き るよう 、 提供する食事の原材料表示を避難者が確認でき るよう にする。 

③ 配食 

  一人分ずつ小分けにし て配食する。  

  順番制にするなど、 配食時の密を避けるための工夫をする。  

  避難者が食事の前の手指消毒を容易にでき るよう にする。  

  食事スペースを設置し ている場合、 密になら ないよう 、 時間をずら す、 い

すの配置等の工夫（ 同じ 方向を 向いて座る、 互い違いに座る等） をする。 

  発熱・ 咳等のある人や濃厚接触者については、 専用スペースに配食する。

（ 置き 配をする等）。  

  車両避難者や在宅避難者への配布方法について検討する。  

④ 食後 

  食べ残し や使い捨て容器については、避難者が自分で分別し てゴミ 袋に密

閉し 、 担当者が回収する。  

  発熱者等、 濃厚接触者が使用し た容器については、 処理する際に直接触れ

ない、ごみ袋をし っ かり 縛っ て封をする等の感染防止策に留意し 取り 扱う

必要がある。ウイ ルスが付着し ている可能性が高い廃棄物は一般廃棄物と

し て処理でき るが、 留意事項は後述する。（ →８ ． －⑦へ）  

  炊事場は使用後に必ず清掃、 消毒する。  

  



 22  

 

８ ． 資機材（ 組立式仮設ト イ レ、 発電機等） 設置・ 施設環境整備訓練（ 施設管理

班）  

 

＜実施事項＞ 

① 避難所の換気 

  換気は、気候上可能な限り 常時、困難な場合はこ まめに（ 30 分に１ 回以上、

数分間程度、窓を全開する）、２ 方向の窓を同時に開けて行う よう にする。

窓が一つし かない場合は、 ド アを開ける。 換気扇がある場合は、 換気扇と

窓の開閉を併用する。 換気の時間はルールを決めて行う こ と が望まし い。

気候、 天候や室の配置などにより 異なるこ と から 、 必要に応じ て換気方法

について保健福祉部局や保健所と 相談する。  

② ド アノ ブ、 手すり 、 スイ ッ チ、 蛇口等の共用部分はこ まめに消毒 

③ ト イ レ 

  仮設ト イ レがある場合は、 その組立方法を確認する。  

  手指衛生（ 石けんと 流水での手洗いまたは手指消毒等） を行う スペースを

ト イ レ近辺に確保し ているか。  

  定期的に換気が必要。 掃除や消毒も こ まめに行う 。 目に見える汚物があれ

ばその都度、 汚れが特に見えなく ても 1 日 3 回以上の複数回での掃除・ 消

毒が望まし い。  

  健康な避難者の排泄物で汚染さ れた部位の表面には、次亜塩素酸ナト リ ウ

ム又は亜塩素酸水を使用する。  

  発熱、 咳等のある人や濃厚接触者及び軽症者等が使用後、 急性の下痢症状

等でト イ レが汚れた場合には、次亜塩素酸ナト リ ウム、アルコ ール（ 70％）、

又は亜塩素酸水を使用する。  

  靴、 ト イ レサンダル、 石けん、 手指消毒液、 ト イ レッ ト ペーパー、 ペーパ

ータ オル等はあるか。  

  発熱者等専用ト イ レ、濃厚接触者専用ト イ レを一般ト イ レと 別にそれぞれ

設置する。発熱者等専用ト イ レと 濃厚接触者専用ト イ レを別々に設置する

こ と が難し い場合は、 時間的分離・ 1 回利用ごと の消毒等の工夫をし たう

えで兼用するためのルール作り を行う 。ただし 、健康な人と の兼用は不可。 

  一般避難者についても 、 ト イ レごと に利用者を決め、 決めら れたト イ レを

使う こ と を推奨する。 特に、 男性、 女性、 高齢者、 車いす利用者等につい

て、 別のト イ レを設置するこ と を推奨する。  

  女性用ト イ レの数は、 男性用ト イ レの数に比べ、 多く 設置する。（「 スフ ィ

アハンド ブッ ク ２ ０ １ ８ 」 において、 女性用ト イ レと 男性用ト イ レの割合

は３ ： １ が推奨さ れている。）  
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  ト イ レ前で密になら ないルールづく り をする。  

④ 発電機や投光器等の作動確認、 燃料の確認 

⑤ 断水時の対応の確認 

⑥ 電話や PC、 携帯充電器等の設置 

  手指消毒のための消毒液を設置する。  

  定期的な清掃を行う 。  

  順番制など、 密になら ない生活ルールづく り を行う 。  

⑦ ゴミ 置き 場の設置 

  普通廃棄物と 専用スペース等から 出る ウイ ルスが付着し ている可能性が

高い廃棄物は分ける。ウイ ルスが付着し ている可能性が高い廃棄物につい

て、 使用済のマスク 、 ティ ッ シュ 、 手袋など感染につながる可能性の高い

モノ については、 特に慎重に扱う 。 ゴミ 袋を二重にする。  

  ウイ ルスが付着し ている可能性が高い廃棄物の取扱い（ 注意事項の明示等）

に配慮する。 基本的に一般廃棄物と し て処理できるが、 処理先等について

は、 市町村の廃棄物担当部局と 相談し ておく こ と 。  

  「 ゴミ に直接触れない」「 ゴミ を捨てたあと は手を洗う 」こ と を徹底する。

ゴミ を取扱う 際には、 掃除用手袋と マスク 、 眼の保護具、 長袖ガウンを着

用するこ と を検討する。  

⑧ シャ ワー室や浴室がある場合、 又は一時的に設置予定の場合 

  使用前は、 手すり など手がよく 触れる箇所は消毒液でふき 取り 、 湯船や洗

い場は洗剤で清掃し 、 よく 流す。  

  発熱者等専用シャ ワー（ 浴室）、濃厚接触者専用シャ ワー（ 浴室） を一般シ

ャ ワー（ 浴室） と 別にそれぞれ設置する。 発熱者等専用シャ ワー（ 浴室）

と 濃厚接触者専用シャ ワー（ 浴室）を別々に設置するこ と が難し い場合は、

時間的分離・ 消毒等の工夫をし たう えで兼用するためのルール作り を行う 。

健康な避難者と の兼用はでき るかぎり 避けた方がよいが、健康な避難者か

ら 順番に濃厚接触者、 発熱者等と いう よう に、 周囲への感染を及ぼす恐れ

のある人は最後に入浴するよう なルールを決める。  

  健康な避難者についても 、 密になら ないよう 、 入浴ルールを決める。  

 

  



 24  

 

９ ． 生活ルール策定訓練（ 総務班、 情報班）  

 

＜実施事項＞ 

① 共同生活のルールについて議論（ 訓練前のワーク ショ ッ プ等でも 可）  

感染症拡大防止のため、 決めた方がよいルールは以下のと おり 。  

  新型コ ロナウイ ルス感染症流行時には、全ての人にマスク の着用が推奨さ

れる。  

  手指消毒（ 石けんと 流水での手洗いまたは手指の消毒）を徹底する。なお、

気温が高い場合は、 熱中症対策のため、 強い負荷の作業や運動を避け、 こ

まめに水分補給する。  

  人と 人の間隔は、 できるだけ２ ｍ（ 最低１ ｍ） 空けるこ と を意識し て過ご

すこ と 。  

  毎日の体温・ 体調を確認する。  

  ト イ レにふたがある場合は、 ト イ レのふたを閉めて流すこ と 。  

  掃除当番（ ト イ レ清掃等） を決める。  

  ゴミ は各家庭で密閉し て廃棄する。  

  靴はビニール袋に入れて各自で保管する。  

  洗濯をする際は、 家庭ごと に行う こ と を徹底する。  

② 掲示物や放送で避難者へ周知 
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10． ペッ ト 同行避難者への対応訓練（ 総務班）  

 

 

 

 

 

 

 

＜実施事項＞ 

① ペッ ト の受入れ 

  ペッ ト を伴っ た避難者を 受け入れる際に同行避難動物登録票に記入し ても

ら う 等し て、 避難状況を把握する。  

  避難所でのト ラ ブル防止のため、 飼い主自身がペッ ト の適正な飼養に努め

るこ と 、 飼養ルールや衛生管理の方法等について飼い主に説明する。  

② 避難スペースの確保 

  動物が苦手な人やアレルギーのある人等に配慮し 、 避難者が生活する場所

と は別の場所で受け入れるこ と が望まし い。（ スペースに余裕がある場合は、

ペッ ト と 飼い主がと も に生活できるスペースを設けるこ と を検討する。）  

  動物がひと 所で生活するこ と は、 スト レスを増大さ せる原因と なるため、

ケージを利用し て他の動物が視界に入ら ないよう にするなど、 可能な限り

区分し て飼養するこ と が望まし い。  

③ ペッ ト を伴っ た避難ルールの周知、 掲示 

（ 周知する事項の例）  

・ 飼養場所（ 屋内・ 屋外、 ゲージの有無）  

・ 提供物資 

・ 給餌、 後片付け 

・ 保清、 汚物等の処理 

 

ポイント： 

〇自治体は、飼い主がペットと同行避難することを前提として、飼い主が避難所で

適正な飼養管理が出来るように、あらかじめペットの飼養場所や飼養管理のルー

ル等を検討しておく必要があります。指定避難所の形態や、地域における人とペ

ットとのかかわり方などを考慮して、地域に合った方法を検討してください。 
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人と ペッ ト の災害対策ガイ ド ラ イ ン（ 環境省 平成 30 年 3 月）  
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11． 車両避難者（ 車中泊者） への対応訓練（ 駐車スペースがあっ て、 やむを得ず

車両避難者が来所するこ と が想定さ れる場合）（ 総務班）  

  

＜実施事項＞ 

① 車両避難者（ 車中泊者） の情報把握 

  物資の配布等を通じ 、 避難者の情報を把握する。  

  受付場所を設置する場合は、 密になら ないよう に配慮する。  

② 駐車位置の指定 

  災害に応じ た駐車場所に留意するこ と 。 具体的には、 豪雨時は浸水し ない

よう 周囲の状況等を十分確認する必要がある。  

  車と 車の間のスペースを十分にと るよう 案内する。  

③ 健康指導 

  車両避難者に「 エコ ノ ミ ーク ラ ス症候群の予防のために」 ( 28 ページ参照)

を配布し 、歩行や水分補給等を勧めるなど、エコ ノ ミ ーク ラ ス症候群に対す

る注意喚起と その予防について支援を行う 。  

④ 定期的な巡回 

  熱中症や深部静脈血栓症（ いわゆるエコ ノ ミ ーク ラ ス症候群）に配慮する。  

⑤ 物資や食料の配布 

  個別配布か、 避難所に取り に来ても ら う かルール設定する。  

  着圧スト ッ キングの配布を考慮する。  

※ 平時から 車両避難者をやむを得ず受け入れる場合の条件（ 安全な駐車場所の確      

認、 熱中症やエコ ノ ミ ーク ラ ス症候群対策） を検討し 、 事前に周知するこ と を

考慮する。  
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（ 避難所における新型コ ロナウイ ルス感染症への対応に関するＱ ＆Ａ （ 第３ 版） より ）  
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12． 避難所運営会議訓練（ リ ーダー、 各班の班長）  

 

＜実施事項＞ 

① 諸課題について対処方針を協議 

  密になら ないよう に会議を実施する工夫をする。  

  避難所運営は、 初動期から 、 展開期、 安定期、 撤収期まで、 避難者の状況や

ニーズの変化と と も に、 運営上の課題が刻々と 変化し ていく 。 こ れら の課

題について事前にイ メ ージ・ ト レーニングを行い、 対応策を議論し ておく

こ と が望まし い。  

② リ ーダーが各班長に今後の活動内容について指示 

③ 運営会議後、 班長が各班で会議を行い、 運営会議の会議内容を伝達 

※ 運営会議への女性の参画を促し 、 女性の意見が反映さ れるよう 工夫をする。

リ ーダーや副リ ーダーに女性と 男性の両方を配置するこ と が望まし い。  

※ 特定の活動（ 食事作り や片付け等） に特定の性別が偏るなど、 役割が固定化

し ないよう に配慮する。  


